
    

２人以上の世帯には １００万円 

単身者には ６０万円 

（18 歳未満のこども１人あたり 100 万円加算あり） 

を交付します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 

名古屋圏（愛知県、岐阜県、三重県） 

大阪圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県） 

または上記以外の福岡県外 から  

飯塚市へ 

移住 

された方 

令和８年度版 

 

 

【お問い合わせ先】 

 飯塚市役所 企画政策室 企画政策担当 

 ℡：0948-96-8246 

 Mail：kikaku@city.iizuka.lg.jp 

※対象となるには条件があります（裏面参照） 

mailto:kikaku@city.iizuka.lg.jp


    

移住支援金の対象者について 

主な居住期間の要件 主な就業等の要件 

 

（A）～（C）のすべてに該当し、申請 

日から５年以上、継続して飯塚市 

に居住する意思を有する方 

 

(A)住民票を移す直前 10 年間のうち 

通算５年以上、県外に在住していた 

方 

 

(B)住民票を移す直前に連続して１年 

以上、県外に在住していた方 

 

(Ｃ)移住支援金申請時に、飯塚市に 

住民票を移して１年以内である方 

 

 

 

◎右の欄「主な就業等の要件」に 

 対応する移住元について 

★東京圏・名古屋圏・大阪圏からの 

移住 → ⑴～⑹ 

★上記の三大都市圏以外の県外からの 

 移住 → ⑶、⑷、⑸-2 

★東京圏からの移住 → ⑺  

 

 

(1)～(7)のいずれかに該当し、(1)～(4)及び 

(7)の場合は申請日から５年以上継続して就業 

する意思を有する方 （個別で要件あり） 

⑴福岡県が移住支援金の対象としてマッチングサイト 

に掲載している求人により新規就業した方 

⑵プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッ 

チング事業を利用して就業した方 

⑶人材確保困難職種※で、特定の就職支援サイトや人材 

紹介所を通じて福岡県内の事業所等に就職した方 

（※農林漁業職、保健師、助産師、 

看護師、準看護師、保育士、介護職） 

⑷人材確保支援策を活用し、自営での農林漁業に就業 

 した方 

⑸本人の意思で移住し、テレワークで移住元での業務を 

引き続き行う方（原則として恒常的に出勤せず、週 20 

時間以上テレワークを実施）で住宅を新築又は購入。 

⑸-2福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業に 

参加した方 

⑹福岡県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の 

交付決定を受けた方 

 

 以下は東京圏からの移住者のみが対象です。 

⑺関係人口 

次の①または②に該当し、かつ、③または④に該当 

する方 

① 過去に飯塚市に 1年以上居住し、かつ市に住民登録 

されていた方  

② 過去に市内に所在する九州工業大学、近畿大学及び 

 近畿大学九州短期大学のいずれかに在学していた方 

③転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更では 

なく、県内の事業所への就職または市内での起業により 

就業した方。 

④県内で新規に農林水産業に就業した方。 

※その他、移住に関する情報は「飯塚移住計画」をチェック！ 

https://www.city.iizuka.lg.jp/site/ijyuiizuka/  


